
通知カード・個人番号カード
交付申請書が送られます。

　いよいよ社会保障・税番号制度が始まります
　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入により、平成 27 年 10 月から住民票に記載されている方に

個人番号（マイナンバー）が指定され、地方公共団体システム機構（総務省の関係団体）から「通知カード」と「個

人番号カード交付申請書」などが全国民に送付されます。

「
通
知
カ
ー
ド
」
と
は

　

住
民
票
を
有
す
る
す
べ
て
の
方
に
、

一
人
ず
つ
の
番
号
（
12
桁
）
が
通
知
さ

れ
ま
す
。
住
民
票
の
住
所
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
簡
易
書

留
で
送
ら
れ
ま
す
の
で
、 

通
知
を
確
実

に
受
け
取
り
い
た
だ
く
た
め
、
現
居
住

地
と
住
民
票
の
住
所
が
異
な
る
方
は
、

住
所
変
更
の
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
時
に
、

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
が
別
途
必

要
に
な
り
ま
す
。
通
知
カ
ー
ド
は
行
政

手
続
き
な
ど
に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

受
領
後
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

（
再
発
行
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。）

　

住
所
の
異
動
（
転
入
な
ど
）
の
手
続

き
の
際
に
は
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
、
平
成

28
年
１
月
以
降
、
カ
ー
ド
の
交
付
準

備
が
整
っ
た
方
か
ら
順
番
に
、
市
か

ら
交
付
の
案
内
文
を
送
付
し
て
い
き

ま
す
。

　

皆
さ
ま
は
、
案
内
文
が
届
い
て
か

ら
の
ご
来
庁
と
な
り
ま
す
が
、
交
付

の
際
に
は
、通
知
カ
ー
ド
の
ほ
か
に
、

本
人
確
認
書
類
な
ど
を
持
参
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
発
行
済
み
の
「
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
」
を
お
持
ち
の
方
に
つ

い
て
は
、
手
続
き
の
際
に
返
却
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て

い
た
だ
く
際
に
は
、
市
役
所
で
暗
証

番
号
の
設
定
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
案
内
文
の
内
容
を
よ
く
ご
確
認

い
た
だ
き
、
来
庁
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

仙
北
市
で
は
、
３
地
区
で
交
付
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

【
交
付
場
所
】

▽
角
館
庁
舎
市
民
生
活
課

▽
田
沢
湖
庁
舎
地
域
セ
ン
タ
ー

▽
西
木
庁
舎
地
域
セ
ン
タ
ー

　

通
知
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
交

付
場
所
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

※ DV（ドメスティックバイオレンス）や児童
　虐待などのやむを得ない理由により、住民票
　の住所地で受け取ることができない方は、居
　所情報登録が必要です。

通知カードのイメージ

　平成 28 年 1 月からは住民基本台

帳カード（以下、住基カード）の発

行は行われず、個人番号カードが発

行されます。

　住基カードをお持ちの方で、個人

番号カードを取得された場合は、住

基カードを返却していただくことに

なります。個人番号カードを取得し

ない場合は、取得から 10 年間有効

となります。また、個人番号カード

の有効期限は、20 歳未満の方は発行

から申請者の 5 回目の誕生日までと

なっており、20 歳以上の方は発行か

ら申請者の 10 回目の誕生日までと

なっています。
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「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
は

　

個
人
番
号
に
加
え
て
、
顔
写
真
を
は
じ
め
、
住
所
・
氏
名
・
生

年
月
日
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
、
公
的
な
身
分
証
明
と
し
て
利
用
で

き
る
カ
ー
ド
で
す
。

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
希
望
者
に
無
料

で
交
付
を
行
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
、
平
成
27
年
10
月

に
郵
送
さ
れ
る
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
の
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
」
に
顔
写
真
を
貼
り
付
け
し
て
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
顔
写
真
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
も
Ｗ
Ｅ
Ｂ
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
電
子
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
電
子
証
明

書
が
標
準
搭
載
さ
れ
ま
す
。
初
回
発
行
手
数
料
（
電
子
証
明
書
代

含
む
）
は
無
料
で
す
。（
再
発
行
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。）

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
の
重
複
所
持
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

個人番号カードのイメージ
住 民 基 本 台 帳 カ ー ド
はどうなるの？

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
手

続
き
に
つ
い
て

種類 通知カード 個人番号カード

様式

▼ 個人番号を券面に記載

▼ 顔写真なし

▼ 紙カード
▼ 個人番号を券面（裏面）に記載

▼ 顔写真を券面に記載
▼ ＩＣカード

作成・交付

▼ 全国民に郵送で送付のため
来庁の必要なし

▼ 全市町村が地方公共団体情報
システム機構に共同で委任

▼ 手数料：なし

▼ 通知カードとあわせて個人番号カードの交付申請書を送付し、申
請は郵送で受け付けるため、市町村窓口へは１回来庁のみを想定

▼ 全市町村が地方公共団体情報システム機構に共同で委任

▼ 手数料：なし

利便性

▼ 個人番号カードの交付を受
けるまでの間、行政機関の
窓口などで個人番号の提供
を求められた際に利用可能

▼ 身分証明書としての利用

▼ 個人番号を確認する場面での利用（就職、転職、出産育児等）

▼ 市町村、都道府県、行政機関等による付加サービスの利用

▼ 電子証明書による民間部分を含めた電子申請・取引等における利用

通知カード
個人番号　1234 5678 9012

氏名　○○○○

住所　○○県○○市○○町○丁目

平成　○年○月○日生　性別　　○○市長

発行　平成○年○月○日

氏名　○○○○　　　　　　　　個人番号
　　　　　　　　　　　　　　  　　カード
　住所　○○県○○市○○町○丁目　　　　　

　生年月日　　　　　性別　

顔写真

個人番号   1234 5678 9012
氏名　○○○○
生年月日

表面

裏面

発行

利用

平成 28 年 1 月

仙北市市民生活課　☎ 0187-43-3307（代表）

マイナンバーに関する質問はマイナンバーコールセンター

日本語窓口　☎ 0570-20-0178  

受付時間は平日 9:30 ～ 17:30 ( 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

問
合
せ

個人番号カードを発行

有効期間まで有効

【個人番号カード取得】

平成 28 年 1 月以降も有効

（住基カードは発行しない）

取得から 10 年間有効

個人番号カードを
取得時点から廃止

住基カードを発行

【住民基本台帳カード取得】
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